
河川砂防課

中川・綾瀬川流域担当

5136

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B119
都市再生機構治水事業費負担金 土木費 河川費 河川改良費 都市再生機構治水事業費負担金

都市再生機構法第１８条第１項 戦略項目

分野施策 010503 治水・治山対策の推進

１　事業概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源
県　債

決定額 500,000 500,000 0 △750,000

前年額 1,250,000 1,250,000 0

平成25年度予算見積調書
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

事 業
期 間

平成11年度～ 根 拠
法 令平成25年度

　土地区画整理施行者である都市再生機構が、まちづく
りとあわせて調節池整備を一体的に行い、河川管理者が
その整備費を負担する。

　元荒川（大相模調節池）（越谷市）
　500,000千円

（１）事業内容
　　ア　工事費　調節池掘削工事、護岸工事、地盤改良工事　   60,000千円
　　イ　用地費　公共施設管理者負担金　　　　　　　　　　　440,000千円

（２）事業計画
　　　都市再生機構が事業主体である越谷レイクタウン特定土地区画整理事業と連携し、都市再生機構の　
　  まちづくりと河川調節池である大相模調節池を一体的に整備する。

（３）事業効果
　　　河川管理者に代わって、都市再生機構が施行するため、宅地開発とあわせて調節池を整備でき、
　　治水効果が早期に発揮できる。

　事業主体　都市再生機構
　元荒川（国 0.28、県 0.28）、都市機構 0.44

　・河川事業債（一般公共事業債）
    充当率おおむね90%

事業に係る人件費　13,300千円（1.4人）

前年との
対比

― 県土整備部 B119 ―
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